
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人三名弁護人国分友治の上告趣意（後記）は、被告人Ａの為にする所論は量

刑不当の主張であり、被告人Ｂの為にする所論は事実誤認の主張であり、被告人Ｃ

の為にする所論第一点は原判示に副わない法令違反の主張であり（原判決は被告人

Ｃの犯行として論旨摘録にかかる判示第七の事実の外、判示第六の事実として、原

審相被告人Ｄと共謀の上、その業務上保管にかかるガソリン一〇ガロンを売却横領

したことを認定しているのであつて原審が被告人Ｃに対し刑法二五三条六〇条四五

条前段四七条本文一〇条を適用したのはむしろ当然である）、同第二点は量刑不当

の主張であり、いずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

　よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

　この判決は、裁判官全員一致の意見である。
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